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◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば「向島二の丸小学校作品展」11
月16日（土）～28日（木）、「人権啓発絵画ポ
スター展」11月30日（土）～12月26日（木）、
特設コーナー「古典の日」11月中、「お料理」
11月10日（日）～30日（土）、「人権月間・図
書館員のおすすめ本」12月1日（日）～27日

（金）、絵本展示コーナー「秋」11月中、「ク
リスマス」12月₁日（日）～27日（金）、おた
のしみ会12月₇日(土)11時、赤ちゃん絵本
の読み聞かせの会12月20日（金）11時
◆久我のもり図書館　☎934-2306
テーマ図書「夜空を見上げよう」11月中、「ク
リスマス」12月中、人権月間関連図書コー
ナー12月中、おたのしみ会11月23日（土・祝）
15時、赤ちゃん絵本の会12月13日（金）11
時
◆移動図書館「こじか号」巡回　☎801-4196

日　時 会　場

11/21(木) 10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

11/30(土)
10時～11時30分

いわたの森市
営住宅集会所
前12/14(土)

呉竹文化センターの催し
①第₃回市民創造ステージ
　京都市内に活動拠点のある音楽団体に
よる演奏会
日時 11月23日(土・祝)13時開場／13時30分
開演／16時終演予定費用無料申込み不要
②墨染交響楽団 ふれあい体験コンサート
　墨染交響楽団による子ども向けの演奏
会
日時 11月30日(土)13時30分開場／14時開演
／15時終演予定費用無料申込み不要
③ちょっと素敵な朝からクラシック
　京都市交響楽団メンバー₉名によるア
ンサンブル
日時 12月₂日(月)10時開場／10時30分開演
／11時30分終演予定費用当日800円／前売
500円（全席自由）※未就学児の入場は不可
申込み同センター（先着順）
④京・伏見音楽サークル 和音
　ママさんブラスの演奏会
日時 12月₅日(木)10時開場／10時20分開演
／11時45分終演予定費用無料申込み不要

【①～④共通】
定員 600名場所同センターホール
問合せ同センター（☎603-2463）

筋トレ教室の拠点を拡大します
　高齢者対象の①施設での筋トレ教室②
地域の運動スペースで行う出張筋トレ教
室
場所①ラクトスポーツプラザ②申込者が確
保（要相談）対象65歳以上の方
内容①全₄回、月・金曜日②地域の身近な
場所で₁時間程度定員①各20名②₅名以上
費用①各教室2,000円②無料申込み①②同
プラザに電話で（☎583-4003）※他にもヘ
ルスピア21でも実施（☎662-1300）
問合せ市保健医療課（☎222-3419）
深草・醍醐地域介護予防
推進センターの催し 

₁介護予防運動サポーター養成講座　
　整形外科医・理学療法士による高齢者
の身体や関節・筋肉の痛みについての講
話と健康運動指導士によるストレッチ・
筋力トレーニング等を行います。
場所醍醐総合庁舎₃階日時11月28日～12月
26日までの毎週木曜日(全₅回) ₉時30分～
11時30分定員15名程度(先着順)費用無料
持ち物動きやすい服装と靴・タオル・飲料
水対象高齢者向き体操サークル等のサポー
ターとして活動している方又は興味のあ
る方(年齢は問いません。)申込み11月₇日
(木)から
₂ドライマウス改善教室
　口の渇きが気になる方を対象に知って
得する唾液のパワーと唾液を増やす体操
やマッサージ等を行います。
場所まちかど相談スポット中部(深草西浦
町₅丁目15)日時11月29日と12月₆日の金
曜日（全₂回)13時30分～14時30分定員12名
(先着順)費用無料対象介護保険サービスを
利用されていない65歳以上の方申込み11月
15日(金)から

【問合せ・申込み】₁、₂ともに同センター
へ(☎641-2543)

手づくり市　（祝！ ₂周年）
　₂周年を迎える伏見青少年活動セン
ターの手づくり市。手づくりの作品の展
示販売、カフェブースや創作体験ブース
などがあります。この手づくり市は、作
品を通して人々との交流を楽しみ、新し
い出会いやつながりを広げていくことを
目的としています。毎月第₂日曜日に定
期開催しています。どなたでも出入り自
由なので、お気軽にお越しください。
日時12月₈日（日）11時～16時
場所同センター費用無料（カフェ等一部有
料）申込み不要
問合せ同センター（☎611-4910）

行政書士の市民無料相談会
　奇数月の第₄木曜日に開催しています。
相続遺言、公正証書、交通事故、医療・
福祉、内容証明、後見制度、在留許可など、
お気軽にご相談ください。
日時11月28日（木）14時～16時
場所伏見区総合庁舎₄階第₅会議室
問合せ京都府行政書士会第₆支部事務局
伏見分室（☎575-2808）

固定資産税の非課税に係る 
申告について

　固定資産税は、土地や家屋を課税の対
象とし、その所有者の方に対して毎年課
税されるものですが、一定の要件を満た
す公共の用に供している道路等について
は、非課税となります。該当される方は、
非課税申告書を資産の所在する区役所・
支所にご提出ください。
※主な要件
①土地の全体又は一部が道路構造物等（側
溝等）により明確となっている幅員1.5メー
トル以上の道路である。
②道路利用に関し何の制約も設けず、現
に一般交通の用に供している。
③道路の両端が非課税の道路に接してい
る場合又は一端のみが非課税の道路に接
している場合であっても当該道路に接す
る家屋が₂軒以上存在する場合
問合せ固定資産税課（◯伏☎611-1690）課税課

（◯深☎642-3410◯醍 ☎571-6410）
平成25年分年末調整（給与支払報
告書等作成）説明会

　平成25年分の年末調整の方法や、平成25
年中に支払われた給与に係る給与支払報
告書（源泉徴収票）などの住民税や所得税
の法定調書の作成と提出の方法について
説明会を行います。
日時・場所11月21日（木）
①14時～16時：呉竹文化センター
②13時30分～15時30分：東部文化会館
問合せ①伏見税務署（☎641-5111）
②東山税務署（☎561-1131）市法人税務課特
別徴収担当（☎213-5246）

後期高齢者医療の高額療養費の 
支給申請はお済みですか？

　医療機関などで支払った一部負担金が
自己負担限度額を超えた場合には、その
超えた額が高額療養費として支給されま
す。該当される方には「高額療養費支給
申請について（お知らせ）」をお送りして
います。支給に際しては、保険年金課へ

の申請が初回のみ必要となりますので、
お知らせを受けた方は、必要書類を添え
てお早めに申請してください。
問合せ保険年金課保険給付・年金担当

（◯伏☎611-1875◯深☎642-3826◯醍 ☎571-6529）
国民健康保険料の
休日・夜間納付等相談
日時休日：11月24日（日）10時～15時、
夜間：11月28日(木)17時～19時30分
場所区役所・支所保険年金課
問合せ保険年金課徴収推進担当

（◯伏☎611-1871◯深☎642-3813◯醍 ☎571-6568）

戦没者遺族相談員について
　戦没者遺族の年金等に関する相談に応
じ、必要な助言等を行う戦没者遺族相談
員は、戦没者遺族の福祉の増進を図るた
め、厚生労働大臣から委託を受け、各市
町村に設置されております。相談に当たっ
ては、個人情報を厳守します。
相談員宮本 昌氏（☎611-1779）
問合せ福祉介護課（◯伏☎611-2268◯深☎642-
3493◯醍 ☎571-6144）
歳末特別生活相談
及び特別生活資金貸付

　疾病、不測の事故等のため一時的に年
越しの生活に困っておられる世帯に対し
て生活相談を行い、必要と認められる世
帯に、歳末特別生活資金の貸付けを行い
ます。
日時①生活相談：12月₉日(月) ～13日(金)₉
時～11時30分及び13時～15時②資金貸付：
12月25日(水)
貸付内容₁人当たり₃万円を目安として
₁世帯15万円まで。担保、保証人は不要。
無利子。返済は₂年以内（原則均等月賦。
据置期間有）
＊次の世帯には貸付できません。
○ボ－ナス等の臨時収入がある、又は他
の共済制度等により貸付けが受けられる
○生活保護を受けている
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及
び永住帰国後の自立の支援に関する法律
第14条第₁項等に規定する支援給付を受
けている
○以前に夏季又は歳末でこの資金の貸付
けを受け、償還が完了していない
○償還能力に欠けると認められる
○京都市暴力団排除条例第₂条第₄号に
規定する暴力団員等及び第₅号に規定す
る暴力団密接関係者の属する世帯
申込み健康保険証（世帯員全員）など住所と
家族構成を明らかにできるものと印鑑を
お持ちの上、相談日に区・支所の相談会場へ
問合せ福祉介護課（◯伏☎611-2268◯深☎642-
3493◯醍 ☎571-6199）

【平成25年10月₁日現在の推計】人口　282,015人（男　134,988人　女　147,027人）　世帯数　125,920世帯
【平成25年₉月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 200人　死亡 204人　転入 903人　転出 834人

火災 ₄件（前年同月差 −₄件）　救急出動 1,220件（前年同月差 −79件）
交通事故（速報値集計数）発生 71件　死者 ₀人　負傷者 81人

歩行者や自転車、原付バイクの高速道路への立入は重大事故につながります。ご注意ください。

₉月中
の件数数字でみる

伏見区

お知らせ 伏見区役所  〒612-8511 鷹匠町39番地の２☎611-1101（代）
　神川出張所☎921-0028　淀出張所☎631-2040

深草支所  〒612-0861  深草向畑町93-1 ☎642-3101（代）
醍醐支所  〒601-1366  醍醐大構町28   ☎571-0003（代）

記号の見方
＝伏見区役所
＝深草支所
＝醍醐支所

京都いつでもコール8時〜21時。年中無休。  ☎661-3755   FAX661-5855   （パソコン）http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html    （携帯電話）http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/


